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宮城県総合周産期母子医療センター指定要綱 新旧対照表 

新 旧 

宮城県総合周産期母子医療センター指定要綱 

（趣旨） 

第１ 県は，地域周産期母子医療センター及び地域における周産期医療施設

と連携を図り，合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群，切迫早産等），胎児・

新生児異常（超低出生体重児，先天異常児等）等母体又は児におけるリス

クの高い妊娠に対する医療，高度な新生児医療等の周産期医療を提供する

ことにより，周産期医療の充実・強化を図り，もって，胎児期から分娩，

新生児期の一貫した周産期医療サービスを提供し，地域の周産期医療機関

を機能的に支援する総合周産期母子医療センター（以下「総合周産期セン

ター」という。）を指定することとし，その指定に関しては周産期医療の

体制構築に係る指針（平成２９年３月３１日医政地発０３３１第３号厚生

労働省医政局地域医療計画課長通知）に定めるもののほか，この要綱に定

めるところによる。 

 

第２～第６ （略） 

附 則 （略） 

附 則 

この要綱は，令和２年１１月  日から施行する。 

 

別記様式第１号～別紙１ （略） 

 

別紙２             指定要件の具備状況 

 

宮城県総合周産期母子医療センター指定要綱 

（趣旨） 

第１ 県は，地域周産期母子医療センター及び地域における周産期医療施設

と連携を図り，合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群，切迫早産等），胎児・

新生児異常（超低出生体重児，先天異常児等）等母体又は児におけるリス

クの高い妊娠に対する医療，高度な新生児医療等の周産期医療を提供する

ことにより，周産期医療の充実・強化を図り，もって，胎児期から分娩，

新生児期の一貫した周産期医療サービスを提供し，地域の周産期医療機関

を機能的に支援する総合周産期母子医療センター（以下「総合周産期セン

ター」という。）を指定することとし，その指定に関しては周産期医療対

策事業実施要綱（平成２２年３月２４日医政発０３２４第２０号厚生労働

省医政局長通知）に定めるもののほか，この要綱に定めるところによる。 

 

 

第２～第６ （略） 

附 則 （略） 

 

 

 

別記様式第１号～別紙１ （略） 

 

別紙２             指定要件の具備状況 
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１ 機能 

 

 

要 件 
必須

要件 

努力

規定 

備考 

（略）    

必要に応じ当該施設の関係診療科又は他の施設と

連携し，産科合併症以外の合併症（脳血管障害，

心疾患，敗血症，外傷，精神疾患等）を有する母

体に対応できる。 

   

（略）    

（削除）    

（削除）    

 

２ 整備内容 

原則として三次医療圏に１施設（複数設置する場合

は，搬送コーディネーター設置等により，母体及び

新生児の円滑な搬送及び受け入れに留意する。） 

   

（略）    

（削除） 

 

   

 

３ 病床数 （略） 

４ 職員 （略） 

 

１ 機能 

 

 

要 件 
必須

要件 

努力

規定 

備考 

（略）    

必要に応じ当該施設の関係診療科又は他の施設と

連携し，産科合併症以外の合併症（脳血管障害，

心疾患，敗血症，外傷等）を有する母体に対応で

きる。 

   

（略）    

周産期医療情報センターとしての機能    

他の周産期医療施設の医療従事者に対する研修    

 

２ 整備内容 

原則として県内に１施設（複数設置する場合は，搬

送コーディネーター設置等により，母体及び新生児

の円滑な搬送及び受け入れに留意する。） 

   

（略）    

血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートを常に

確保 

   

 

３ 病床数 （略） 

４ 職員 （略） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

５ 連携機能 （略） 

 

６ 災害対策 

要 件 
必須

要件 

努力

規定 

備考 

業務継続計画の策定    

通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等

を保有し，３日分程度の備蓄燃料を確保しておく

こと。 

   

災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持す

るための水を確保すること。 

   

 

別記様式第２～５ （略） 

 

５ 周産期医療情報センター 

関係医療機関と通信回線等を接続し，周産期救急情

報システムを運営する。 

○  他団体

への委

託によ

り実施 

情報を収集し，関係者に提供する。 ○  

救急医療情報システムとの連携  ○ 

 

６ 周産期医療関係者研修 

地域周産期医療関連施設等の医師，助産師，看護師，

搬送コーディネーター，ＮＩＣＵ入院児支援コーデ

ィネーター等に対する研修。 

   

 

７ 連携機能 （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第２～５ （略） 
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宮城県総合周産期母子医療センター指定指針 新旧対照表 

新 旧 

宮城県総合周産期母子医療センター指定指針 

 

この指針は，宮城県総合周産期母子医療センター指定要綱（令和２年１１

月  日施行）第２の規定に基づき，総合周産期母子医療センターの認定に

関し必要な事項を定める。 

宮城県総合周産期母子医療センターは，次の１～７の要件を具備したもの

とする。 

 

１ 機能  

（１）総合周産期母子医療センターとは，相当規模の母体・胎児集中治療管

理室（以下「ＭＦＩＣＵ」という。）を含む産科病棟及び新生児集中治

療管理室（以下「ＮＩＣＵ」という。）を含む新生児病棟を備え，常時

の母体及び新生児搬送受入体制を有し，合併症妊娠（重症妊娠高血圧症

候群，切迫早産等），胎児・新生児異常（超低出生体重児，先天異常児

等）等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療，高度な新生

児医療等の周産期医療を行うことができるとともに，必要に応じて当該

施設の関係診療科又は他の施設と連携し，産科合併症以外の合併症（脳

血管障害，心疾患，敗血症，外傷，精神疾患等）を有する母体に対応す

ることができる医療施設であること。  

（２）総合周産期母子医療センターは，その他の地域における周産期医療に関

連する病院，診療所及び助産所（以下「地域周産期医療関連施設」とい

う。）等からの救急搬送を受け入れるなど，周産期医療体制の中核として地

宮城県総合周産期母子医療センター指定指針 

 

この指針は，宮城県総合周産期母子医療センター指定要綱（平成２２年１

０月１９日施行）第２の規定に基づき，総合周産期母子医療センターの指定

に関し必要な事項を定める。 

宮城県総合周産期母子医療センターは，次の１～７の要件を具備したもの

とする。 

 

１ 機能  

（１）総合周産期母子医療センターとは，相当規模の母体・胎児集中治療管

理室（以下「ＭＦＩＣＵ」という。）を含む産科病棟及び新生児集中治療

管理室（以下「ＮＩＣＵ」という。）を含む新生児病棟を備え，常時の母

体及び新生児搬送受入体制を有し，合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群，

切迫早産等），胎児・新生児異常（超低出生体重児，先天異常児等）等母

体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療，高度な新生児医療等の

周産期医療を行うことができるとともに，必要に応じて当該施設の関係診

療科又は他の施設と連携し，産科合併症以外の合併症（脳血管障害，心疾

患，敗血症，外傷等）を有する母体に対応することができる医療施設であ

ること。  

（２）総合周産期母子医療センターは，その他の地域における周産期医療に

関連する病院，診療所及び助産所（以下「地域周産期医療関連施設」と

いう。）等からの救急搬送を受け入れるなど，周産期医療体制の中核と
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域周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等との連携を

図るものとする。 

（削除） 

  

 

 

２ 整備内容 

（１）施設数 

総合周産期母子医療センターは，原則として，三次医療圏に１施設とする。

（略） 

（２）～（３） （略） 

（４）設備等 

（略） 

イ ～ ヘ （略） 

  （削除） 

 

 

 

３ 病床数 

（１）ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵの病床数は，当該施設の過去の患者受入実績やカ

バーする周産期医療圏の人口等に応じ，総合周産期母子医療センターとして

の医療の質を確保するために適切な病床数とすることを基本とし，ＭＦＩＣ

Ｕの病床数は６床以上，ＮＩＣＵの病床数は９床以上（１２床以上とするこ

とが望ましい。）とする。（略） 

（２）～（３） （略） 

して地域周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等と

の連携を図れる施設であること。 

（３）総合周産期母子医療センターは，原則として周産期医療情報センター

としての機能を有するとともに，他の周産期医療施設の医療従事者に対

する研修を行うことができること。 

  

２ 整備内容 

（１）施設数 

総合周産期母子医療センターは，原則として，県内に１施設とする。（略） 

 

（２）～（３） （略） 

（４）設備等 

（略） 

イ ～ ヘ （略） 

ト 輸血の確保 

血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートを常に確保し，緊急時の

大量使用に備えるものとする。 

 

３ 病床数 

（１）ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵの病床数は，県の人口や当該施設の過去の患

者受入実績等に応じ，総合周産期母子医療センターとしての医療の質を

確保するために適切な病床数とすることを基本とし，ＭＦＩＣＵの病床

数は６床以上，ＮＩＣＵの病床数は９床以上（１２床以上とすることが

望ましい。）とする。（略） 

（２）～（３） （略） 
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４ 職員 

（略） 

（１）ＭＦＩＣＵ  

イ ２４時間体制で産科を担当する複数（病床数が６床以下であっては別途オ

ンコールによる対応ができる者が確保されている場合にあっては１名）の医

師が勤務していること。 

ロ （略） 

（２）～（５） （略） 

（６）ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター 

ＮＩＣＵ，ＧＣＵ等に長期入院している児童について，その状態に応じた

望ましい療育・療養環境への円滑な移行を図るため，新生児医療，地域の医

療施設，訪問看護ステーション，療育施設・福祉施設，在宅医療・福祉サー

ビス等に精通した看護師，社会福祉士等を次に掲げる業務を行うＮＩＣＵ入

院児支援コーディネーターとして配置することが望ましい。（略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 職員 

（略） 

（１）ＭＦＩＣＵ  

イ ２４時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること。  

 

 

ロ （略） 

（２）～（５） （略） 

（６）ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター  

ＮＩＣＵ，ＧＣＵ等に長期入院している児童について，その状態に応

じた望ましい療育・療養環境への円滑な移行を図るため，地域の医療施

設，訪問看護ステーション，療育施設・福祉施設，在宅医療・福祉サー

ビス等に精通した者を次に掲げる業務を行うＮＩＣＵ入院児支援コーデ

ィネーターとして配置することが望ましい。（略） 

 

５ 周産期医療情報センター 

総合周産期母子医療センター等に，周産期医療情報センターを設置する

ものとする。  

（１）周産期医療情報センターは，総合周産期母子医療センター，地域周産期

母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等と通信回線等を接

続し，周産期救急情報システムを運営するものとする。  

（２）周産期医療情報センターは，次に掲げる情報を収集し，関係者に提供す

るものとする。  

イ 周産期医療に関する診療科別医師の存否及び勤務状況 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 病床の空床状況 

ハ 手術，検査及び処置の可否 

ニ 重症例の受入れ可能状況 

ホ 救急搬送に同行する医師の存否 

ヘ その他地域の周産期医療の提供に関し必要な事項 

 

（３）情報収集・提供の方法  

周産期医療情報センターは，電話，ＦＡＸ，コンピューター等適切な

方法により情報を収集し，関係者に提供するものとする。  

（４）救急医療情報システムとの連携 

周産期救急情報システムについては，救急医療情報システムとの一体的

運用や相互の情報参照等により，救急医療情報システムと連携を図るも

のとする。また，周産期救急情報システムと救急医療情報システムを連

携させることにより，総合周産期母子医療センター，地域周産期母子医

療センターその他の地域周産期医療関連施設，救命救急センター，消防

機関等が情報を共有できる体制を整備することが望ましい。 

 

６ 周産期医療関係者研修 

県は，地域周産期医療関連施設等の医師，助産師，看護師，搬送コーデ

ィネーター，ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーター等に対し，地域の保健

医療関係機関・団体等と連携し，総合周産期母子医療センター等において，

必要な専門的・基礎的知識及び技術を習得させるため，到達目標を定め，

研修を行うものとする。  

（１）到達目標の例  

イ 周産期医療に必要とされる基本的な知識及び技術の習得  
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５ 連携機能 （略） 

 

６ 災害対応 

 総合周産期母子医療センターは，災害時を見据えて，下記の対策を行う

こと。 

ロ 緊急を要する母体及び新生児に対する的確な判断力及び高度な技術の

習得  

（２）研修内容の例  

イ 産科  

（イ）胎児及び母体の状況の適切な把握と迅速な対応  

（ロ）産科ショックとその対策  

（ハ）妊産婦死亡とその防止対策  

（ニ）帝王切開の問題点  

ロ 新生児医療  

（イ）ハイリスク新生児の医療提供体制 

（ロ）新生児関連統計・疫学データ 

（ハ）新生児搬送の適応 

（ニ）新生児蘇生法 

（ホ）ハイリスク新生児の迅速な診断  

（ヘ）新生児管理の実際  

（ト）退院後の保健指導，フォローアップ実施方法等  

ハ その他  

（イ）救急患者の緊急度の判断，救急患者の搬送及び受入ルール等 

（ロ）他の診療科との合同の症例検討会等 

 

７ 連携機能 （略） 

 

（新設） 
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（１） 被災後，早期に診療機能を回復できるよう，業務継続計画を策定し

ていること。なお，自都道府県のみならず近隣都道府県の被災時におい

ても，災害時小児周産期リエゾン等を介して物資や人員の支援を積極的

に担うこと。 

（２） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し，３日分

程度の備蓄燃料を確保しておくこと。なお，自家発電機等の燃料として

都市ガスを使用する場合は，非常時に切替え可能な他の電力系統等を有

しておくこと。また，平時より病院の基本的な機能を維持するために必

要な設備について，自家発電機等から電源の確保が行われていること

や，非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお，自家発電機等

の設置場所については，地域のハザードマップ等を参考にして検討する

ことが望ましい。 

（３） 災害時に少なくとも３日分の病院の機能を維持するための水を確保

すること。具体的には，少なくとも３日分の容量の受水槽を保有してお

くこと又は停電時にも使用可能な地下水利用のための設備（井戸設備を

含む）を整備しておくことが望ましいこと。ただし，必要に応じて優先

的な給水協定の締結等により必要な水を確保することについても差し

支えないものとする。 

 


